
１ 企業間連携とガバナンス

� 知的財取引とガバナンス

近年､ 大企業間､ 中小企業間および大企業と中小

企業間という多様な組み合わせで企業間の連携活動

が活発化している｡ 企業間連携は､ 単なる情報交換､

販売提携､ 共同技術開発などさまざまな目的と内容

を持っている｡ 連携活動は､ 基本的に独立した経営

意思決定機構を有する企業間で行われるものであり､

連携の各当事者は異なった目的関数 (利害) を有し

ている｡ 異なった目的を有するメンバー企業が､ そ

れぞれ自己の目的追求を優先し機会主義的行動をと

るならば､ 連携事業の全体目標を達成することはで

きない｡ メンバー企業の機会主義的行動を抑止し､

その行動を連携の全体目標に合致させる活動､ すな

わち､ ガバナンス (統御) のありようが連携の成否

に重要な影響を与えている｡ したがって､ 企業間連

携事業を有効に統率するために必要とされるガバナ

ンスの強度は､ そのコラボレーション (協働) の密

度や機会主義行動の危険性の程度によって規定され

ると言えよう｡ つまり､ 連携活動には､ 協働の密度

が低くほとんど統御を必要としないガバナンス・フ

リーのネットワークから､ 強いコントロールを伴う

共同出資子会社のような多様なガバナンス機構が存

在する｡

企業間連携事業で､ 最も強固なガバナンス・メカ

ニズムを必要とするのは共同技術開発のような､ 企

業間で知的 (情報) 財の交換を伴うコラボレーショ
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要 旨
異なった目的関数を有する企業間で連携活動を行う場合､ メンバー企業の機会主義的行動を抑止し､

全体目標の達成を促すためのガバナンス (統御) が必要である｡ とりわけ､ 企業間で知的財の交換を

伴う連携活動は､ 明確なガバナンス・メカニズムを必要とする｡ なぜならば､ 知的財には､ 消費の非

排他性､ 取引の非可逆性等の特性があり機会主義の危険性が高いからである｡ 独立した企業の行動を

統制するためには､ コントロール能力が必要である｡ 外部企業をコントロールする権限の源泉には､

①契約によるコントロール､ ②所有によるコントロール､ ③依存形成によるコントロールとがある｡

これらはいずれもその有効性に限界があり､ 理念の共有や信頼の醸成など補完的手段が必要である｡

企業間の連携密度は､ そのプロジェクトが必要とする情報共有の密度によって規定される｡ 知的連

携の密度を情報共有密度によって類型化すると､ ①一体型共同技術開発､ ②システム型共同技術開発､

③結合型共同技術開発､ ④混成型共同技術開発､ ⑤分離型共同技術開発に分類される｡ 知的連携の密

度が高まるにつれ､ そのガバナンス・メカニズムは､ 市場的ガバナンスから準内部的ガバナンス､ さ

らに内部的ガバナンスへと変化する｡ コントロール能力はガバナンスの重要な手段であるが､ コント

ロールの強さとメンバー企業の自発性・創造性発揮とは､ 二律背反的側面がある｡ もし､ コントロー

ル能力が連携活動の統御に必要な強さを下回れば､ その連携活動は分裂の危機に直面し､ 逆に､ コン

トロールが強すぎれば､ その連携活動は萎縮し､ 連携による成果は低くなる｡ 近年再び ｢ケイレツ再

構築｣ が指摘されている｡ これは研究開発の初期段階からサプライアとの連携が重要であるとの認識

によるものである｡ しかし､ 準内部的な連携のガバナンスを構築できるのは､ サプライアに対して強

い技術的優位性を保持する親企業のみである｡
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ンである｡ 企業間の共同技術開発事業をすすめるた

めには､ メンバー企業の機会主義的行動を抑止する

強固なガバナンス・メカニズムを構築しなければな

らない｡ なぜならば､ 共同技術開発プロジェクトに

よって交換される資源が情報財であるからである｡

知的財には､ 複製コストがゼロという ｢消費の非排

他性｣ (non exclusiveness) という特性があり､ 開

示された情報が ｢ただ取り｣ される危険性が高い｡

また､ いったん相手に知られたら取り戻せないとい

う ｢取引の不可逆性｣ (non reversal) という特性

があるため､ 機会主義のリスクは高い｡ ｢消費の非

排他性｣ および ｢取引の不可逆性｣ は知的財取引一

般に共通する経済特性であるが､ 知的財の中には､

その知的財が盗用 (コピー) された場合に､ その成

果物から盗用の事実を確認できるものと､ 盗用の確

認が困難なものとがある１｡ 製品の革新 (プロダク

ト・イノベーション) の多くはその新製品に投入さ

れた知的財を確認できるケースが多く､ 特許制度で

の保護も容易である｡ こうした確認可能な知的財で

は機会主義のリスクは相対的に小さく､ 共同研究開

発も活発に行われる｡ 他方､ 生産の効率を高めるた

めのプロセス・イノベーションや各種のノウハウは､

その知的財が投入されているかどうかは製品を見て

も確認できず､ 生産現場でしか確認できないから､

事実上､ 確認不能である｡ このようなタイプの共同

開発プロジェクトは相互に生産現場の確認が可能な

親密な企業間に限定される場合が多い｡ 革新的技術

のなかには､ その新技術を直接用いないで別のイノ

ベーションを触発する二次的波及効果の大きい知的

財もある｡ こうした二次的波及効果が大きい場合､

開発成果を閉じ込めるために内部 (統合) 化された

共同研究開発システムが選好されがちである｡

また､ 共同研究開発プロジェクトに参加する各メ

ンバーが､ そのプロジェクト遂行のために出資する

情報的経営資源の質を事前に評価することは容易で

はない｡ 各メンバーが自社の最高水準の人材を提供

することが共同研究開発を成功させるための重要な

要因である｡ このためには､ 参加メンバー相互の評

価能力 (目利き) とともに参加メンバーの誠実 (信

頼) 性に依拠せざるを得ない｡

さらに､ １回限りのコラボレーションでは､ 開示

する情報の価値 (開示性) と受け取る情報の価値

(受益性) とをバランスさせることは容易ではない｡

また､ プロジェクトが結果するリスクとリターンを

事前に的確に予測することは困難であるため､ それ

らをメンバー間で適切に配賦するためには､ かなり

強力なコーディネーション機能が必要である｡

このような経済特性を有する知的財の交換を伴う

共同技術開発を成功させるためには､ 異なった目的

関数を有するメンバー企業の機会主義行動を抑止し､

全体目標の達成を促す調整活動として定義される企

業間取引のガバナンスが必要である｡

独立した企業の行動を統率するためには､ コント

ロール能力が必要である｡ 目的関数の異なる企業間

での連携活動を行うメンバーをコントロールするた

めの権限の源泉には次の３形態がある｡

� 外部企業のコントロール３形態

① 契約によるコントロール

外部企業をコントロールする最も一般的な手段は

｢契約によるコントロール｣ である｡ 例えば､ フラ

ンチャイズ契約では､ フランチャイザーがフランチャ

イジーをコントロールする範囲は事前に契約によっ

て明示されている､ この範囲においてフランチャイ

ジーはコントロールを受容することが義務化される｡

ところが､ 事前の契約ではカバーできる予測可能な

範囲は限定されているから､ 事前に予測が困難な事

業環境変化に対する適合能力は低い｡ したがって､

共同事業の範囲が限定的であり､ 不確実性が低い場

合には､ 契約によるコントロールは有効な手段であ

知的連携のガバナンス・メカニズム
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る｡ しかし､ 多様な業務内容を含み､ 不確実性の高

い事業では契約による企業間連携の統御には限界が

ある｡ とりわけ､ 企業間の知的協働は不確実性が高

く､ 交換される知的財を事前に価値評価することも

容易ではない｡ こうした知的協働の場合､ 契約に依

拠したガバナンスによって達成されるのは､ 必要と

される情報の共有密度がかなり低いタイプのコラボ

レーションに限定されるであろう｡ コラボレーショ

ンを契約によって統御する場合に､ 人間の ｢合理性

の限界｣ (bounded rationality) から不完備な契約

とならざるをえない｡

オリバー・ハーツ等は２､ 事前の不完備契約によっ

てはカバーできない事項を裁量的にコントロールす

る権限､ すなわち､ ｢残余コントロール権｣ (resid-

ual right of control) を確保するために企業が組織

化されると指摘している｡

② 所有によるコントロール

外部の組織 (企業) をコントロールする最も直接

的な手段は､ 相手企業を吸収合併する ｢所有による

コントロール｣ である｡ 経済学では所有権とコント

ロール権とは一体と看做される｡ 所有 (統合) によっ

てコントロール権は全面的に確保される｡

事実､ 強いコントロール機能が必要な統合型共同

技術開発の多くは､ 共同出資によって研究開発を目

的とする子会社が設立される場合が多く見られる｡

こうした統合型共同技術開発は大規模な出資をとも

なうものが多いため､ 大企業間の協働に用いられ､

また､ その参加企業数も限定されることが多い｡

③ 依存形成：所有なきコントロール

日本の企業間連携の最も一般的な形態である下請

生産システムは､ 親企業は多くの場合下請企業の株

式を所有していない､ にも関わらず親企業はかなり

強いコントロール力を確保してきた｡ 日本型下請生

産システムにおいて ｢所有なきコントロール｣ が実

現したのは､ 親企業のもつ戦略的経営資源に下請企

業を依存させる仕組みが存在したからである｡ 換言

すれば､ 親企業が下請企業に魅力を与えるような戦

略的経営資源を供与し続けることができる限りは協

働を有効にコントロールすることが可能である｡ ま

た､ ｢所有によるコントロール｣ や ｢契約によるコ

ントロール｣ に比較して柔軟性が高く､ 環境適合能

力も高い｡ 反面､ 親企業の保持する経営資源の優位

性が低下した場合には､ その企業間システムをコン

トロールすることは困難となる｡

こうしたコントロール形態によって実現されるコ

ラボレーションの統率は､ それぞれ長所と短所が存

在している｡ コラボレーションを有機的に運用する

ためには､ 権限に基づくコントロール・パワーだけ

では不十分であり､ 他の補完的制度､ とりわけ､ 理

念の共有や信頼財の蓄積が重要となる｡

２ 連携密度とコントロールの強度

知的協働の類型化

共同技術開発を目的とする知的連携も､ その内容

によって連携の密度が異なっている｡ 連携の密度と

は知的連携活動に必要とされる情報共有の程度であ

ると定義される｡ すなわち､ 連携活動に必要とされ

る情報の共有度が高いほど､ 機会主義行動のリスク

は高く､ その抑止のためより強固なガバナンス・メ

カニズムを必要とするからである｡ 知的協働の内容

をそれぞれに必要とされる情報共有の程度から分類

すると､ 次の５類型になる｡

� 一体型共同技術開発

情報の共有度が最も高いのは､ 同一技術領域の製

品を共同開発する ｢一体型開発｣ である｡ 例えば､

新素材開発や新世代半導体開発のような単一のデバ

イスを開発する場合､ その技術領域は同一であり､

開発成果を達成するためには最も密接な技術情報の

共有が必要となる｡ こうした技術情報の共有度が極

めて高い一体型の共同技術開発では､ 統合された内

中小企業総合研究 第２号 (2005年11月)
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部的なガバナンス機構が必要となる｡ このため､ 多

くの場合､ 共同技術開発連携に参加する各社は共同

出資によって技術開発のための子会社を設立し､ メ

ンバー各社から出向する技術者はその子会社の経営

陣の支配下に置くことで､ 統合 (内部化) された連

携のガバナンス機構が選択されている｡

� システム型共同技術開発

ソフトウエアのようにシステム化された製品の共

同開発も参加企業間で高度な情報共有が必要となる｡

ソフトウエア開発は､ 通常､ ｢コンサルテーション｣

｢システム分析｣ ｢システム開発｣ ｢プログラム作成｣

｢総合テスト｣ ｢メンテナンス｣ の工程から構成され

ている｡ これらの工程はそれぞれ密接に関連してい

る｡ ある工程を分担した場合に､ その前工程の開発

に関わる技術情報が必要であり､ 前工程から独立し

た開発は不可能である｡ このようにソフトウエア開

発では､ 工程間の技術情報共有が不可欠である｡ ソ

フトウエア開発を物的財生産に見られるような工程

ごとに外注する方式では開発効率は低くなる｡ この

ため､ 大規模なソフトウエア開発事業が多い大手通

信機器メーカーでは､ 多くの場合､ ソフトウエア開

発の子会社を設立している｡ ソフトウエア開発を外

注する場合も､ 受注依存度の高いいわゆる専属型下

請企業に発注されるケースが多い｡ また､ プログラ

ム作成のような下流工程を発注する場合も多くは､

実際の作業は発注企業の事業所内で発注企業の管理

の下で作業を行う､ 事実上の派遣労働となっている｡

このように工程間での情報共有度の高いシステム型

開発の場合には､ 内部もしくは準内部的なガバナン

ス機構が選択されている｡ ソフトウエア開発の工程

のなかには､ プログラミングやコーディングのよう

に労働集約的工程が含まれる｡ このため､ 低賃金労

働の豊富な中国などへのソフトウエアは開発の発注

も多く見られたが､ 最近では中国等の海外企業への

外注は減少傾向にある｡ これはシステム型開発が必

要とする準内部的な受注企業への統制が容易ではな

いからである｡ こうした事情から､ 海外企業へのソ

フトウエア開発の外注に替わって､ 日本企業がソフ

トウエア開発を目的とした子会社を海外に設立する

ケースが増加している｡

� 結合型共同技術開発

自動車部品のような機械部品にあっては､ 各部品

は独立した機能を持っており技術的にも各部品に固

有の技術領域が存在している｡ この意味では､ 各部

品メーカーと組立 (完成品) メーカーとは､ 共同開

発において必要とされる技術情報の共有度は低くな

る｡ 確かに､ 技術標準化された部品にあっては部品

メーカーと完成品メーカーとの技術情報共有の必要

度は低くなっている｡ しかし､ 電子工業を別にする

と､ なお多くの機械産業では技術の標準化は進展せ

ず､ 各社は独自の製品設計仕様とそれに基づく部品

の開発設計を行っている｡ つまり特定の製品開発と

結合した部品の開発である｡ こうした場合には､ 部

品メーカーは特定の完成品メーカーからの独自の技

術要求に対応しながら部品開発を行う必要がある｡

また､ 完成品メーカーはその開発設計の初期段階か

らサプライアと技術情報を共有しながら､ その新製

品に対応した技術要求を満たす部品開発を行わせる

必要がある｡ このように､ 発注企業とサプライアと

が開発の初期段階から技術情報を共有しながら新製

品に必要な部品や製造装置の開発を行う結合型技術

開発では､ 発注企業はサプライアに対して準内部的

なガバナンス機構によってコラボレーションを統御

する傾向が見られる｡

� 混成型共同技術開発

新製品開発に必要な技術の各要素間での相互依存

性が相対的に小さく､ 各メンバーがその担当する技

術要素を独自に開発し持ち寄るが､ 各技術要素を組

立て製品化する過程では､ 全体的な調整が必要とな

るようなタイプの共同技術開発である｡ こうしたタ

イプの共同プロジェクトでは､ 各要素技術間での情

報共有の必要性は低く､ したがって､ 必要とされる

知的連携のガバナンス・メカニズム
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コントロール能力は相対的に小さいが､ 最適なメン

バーの選別や各技術要素の結合を円滑に行うための

調整活動は必要である｡ こうした混成型共同技術開

発は､ 異業種交流活動として中小企業間で組織され

る共同技術開発で典型的に見られるものである｡ 中

小企業の共同技術開発事業で成果を挙げている ｢神

戸アドック｣ の場合３､ 当初は､ メンバーの選別を

せず､ 参加したい企業を ｢この指とまれ｣ 方式で集

めてプロジェクトを行ったが､ 技術開発能力が不十

分な企業も参加したため開発した製品に不具合が生

じ損失をこうむった｡ このため､ プロジェクトの幹

事会社を最初に決め､ その幹事会社がプロジェクト

運営の責任と権限をもち､ そのプロジェクトに適格

なメンバーを選別する方法に切り替えることによっ

て成果を挙げることに成功している｡ このように､

混成型共同技術開発においても､ そのガバナンスに

は一定の権限関係が必要である｡

� 分離型共同技術開発

分離型共同技術開発は､ ある企業が独自に開発し

すでに知的所有権が保護されているような技術を他

企業に供与し､ 技術供与を受けた企業がその技術を

応用して自社製品を開発する技術提携である｡ この

場合､ 技術供与企業は被供与企業の当該技術を用い

た新製品開発を支援するケースが多く､ その際､ 両

社で一定の情報共有の必要がある｡ 供与される技術

はすでに知的所有権が保護されているため､ 技術供

与企業では知的財をただ取りされるような機会主義

行動によるリスクは小さいが､ 被供与企業では製品

化過程で技術流出のリスクは存在する｡ このため､

こうした技術提携は同一製品を生産する企業間では

成立しがたく､ 製品レベルでの競合関係にない企業

間で実施される傾向にある｡ 分離型共同技術開発で

は市場機構を通したガバナンス機構で対応すること

が可能である｡ 静岡県にある鈴木総業㈱は､ 多くの

革新的技術開発に成功している先端技術企業である｡

同社の場合､ 基礎技術を社内で開発し知的所有権を

確立してから､ それを多くのメーカーにライセンス

し､ その製品開発に協力している｡ 例えば､ 同社は

衝撃吸収能力が格段に高いアルファー・ゲルという

物質を開発したが､ これをスポーツ・シューズ・メー

カーや時計メーカーなどさまざまな業種のメーカー

にライセンスしている｡ この場合､ 知的所有権はす

でに確保されており､ その盗用のリスクが小さいた

め市場メカニズムでコラボレーションが統御可能と

なっている｡

３ 知的連携とガバナンス機構の選択

� 情報共有度とガバナンス

連携が独立した意思決定機構を有する企業間で行

われる場合､ 異なった目的関数を有する企業の行動

を全体目標に合致させるガバナンスが必要であるが､

ガバナンスの直接的手段は権限に基づくコントロー

ルである｡ 協働の密度が高い､ 換言すれば連携活動

に必要とされる情報の共有度が大きいほど機会主義

行動のリスクは高く､ より強いコントロールが必要

とされる｡ したがって､ 上述のように､ 分離型共同

開発⇒混成型共同開発⇒結合型共同開発⇒システム

型共同開発⇒一体型共同開発へとコラボレーション

の密度が高まるほどより強力な権限関係を構築する

必要が生じ､ 内部化 (統合) の程度が高まる｡

① コントロールと自発性

もし､ コントロールの程度がそれぞれのタイプの

コラボレーションに必要とされる強さを下回るなら

ば､ そのコラボレーションは機能不全となり分裂し

てゆくであろう｡ これとは反対に､ もし､ コントロー

ルの程度がそれぞれのタイプのコラボレーションに

必要とされる強さを上回る場合には､ 各参加企業の

自発性・創造性が損なわれ萎縮状態に陥りコラボレー

ションの成果は低くならざるを得ない｡ このように､

コラボレーションの特質によって最適なコントロー
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ルの程度が規定されるのである｡ 図１は､ それぞれ

の共同開発のタイプが必要とする情報共有の程度と

それに対応したコントロールの強度を表したもので

ある｡

② リーダーシップのパラドックス

岡室博之氏の論文４は､ 中小企業の共同研究開発

の成功要因を分析した優れた研究である､ この研究

は1,577件の有効回答に基づく本格的な定量分析で

あり高く評価できる｡

この実証研究の分析結果から得られた ｢技術的成

功の確率を高める要因｣ として､ ①参加する共同事

業の数が少ないこと､ ②異業種企業が参加している

こと､ ③大企業が参加していること､ ④事業全体で

共同事業のウエイトが高いこと､ ⑤リーダーシップ

が明確でないこと､ ⑥顧客との連携があること､ ⑦

研究開発面での貢献に応じた成果配分､ 以上の７要

因が統計的に有意に影響していることを明らかにし

た｡ この７要因の中で､ 岡室氏の当初の予想に反す

る意外な結果は ｢リーダーシップが明確でないこと｣

であり､ その ｢理由は分からない｣ としている｡ 岡

室論文における明確なリーダーシップが存在する場

合に､ 共同技術開発成果が低くなると言う逆説的な

分析結果はどのように解釈されるべきであろうか｡

このリーダーシップのパラドックスは､ リーダー

シップの強度と参加メンバーの自発性・創造性の発

揮とは二律背反的な側面があり､ リーダーシップが

その共同事業の密度が必要とする強度よりも強かっ

た場合に ｢萎縮｣ 現象が生じて共同プロジェクトが

不首尾に終わるケースが多いためと考えられる｡ し

たがって信頼の醸成や理念の共有によって共同プロ

ジェクトのガバナンスが必要とするコントロールの

強度を軽減することが､ 共同技術開発プロジェクト

参加メンバーの自主性を高め､ 事業の成功確率を高

めることとなる｡

知的連携のガバナンス・メカニズム
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図１　協働の密度とコントロール強度�
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４ 岡室博之 ｢中小企業の共同事業の成功要因：組織・契約構造の影響に関する分析｣ 『商工金融』 2003年１月号､ pp.21-31. および Hiroyuki
Okamuro ‶Determinants of Successful R＆D Cooperation of the Japanese Small Business: Impact of Organizational and Contractual
Characteristics." COE/RES Discussion Paper Series, No 39, Hitotsubashi University, February 2004.



中小企業の共同技術開発プロジェクトで､ 明確な

リーダーシップの存在がネガティブに作用するもう

一つの理由として､ 多くのプロジェクトが中小企業

のボランタリーな組織形態をとっている場合が多い

ためと考えられる｡ ボランタリー組織の多くの場合､

権限が各メンバーに分散しメンバーの合議による意

思決定を前提としている｡ したがって､ 何らかの要

因によって特定のメンバーに権限が集中した場合に､

その権限の行使を抑止する機能が組織に内在してい

ないという問題がある｡ 中小企業の共同技術開発事

業の場合､ 開発に必要なコアー技術を保持している

企業がメンバーを集め､ 補助金申請や資金調達で主

導権を発揮することが多い｡ こうした場合､ コアー

技術を持つメンバーに事実上権限が集中し､ ときに

は暴走することもあるが､ 他のメンバーはその行動

を抑止することができない｡ こうした典型事例とし

て､ 山形県米沢市で地元中小企業４社が ｢融合化法｣

の認定を受けて結成した ｢BZ 研究開発協同組合｣

がある｡ この研究開発協同組合は､ ｢浮動支点｣ を

有するテコの原理を応用した省電力・低騒音のプレ

ス機を開発したが､ その主要技術は理事長であるＹ

工業のＹ専務によって開発されたものであり､ 他の

組合員は製品化過程で関与するにすぎなかった｡ こ

のため､ Ｙ理事長に権限が集中し研究開発協同組合

は事実上Ｙ理事長の事業拡大のための手段となった｡

そして､ Ｙ氏の極端に旺盛な事業欲からＹ工業はそ

の企業規模をこえて事業を多角化したため破綻した｡

それにともない共同開発事業も頓挫したのである｡

このように､ 本来は参加メンバーの合議による統御

を前提とする組織にあっては､ 特定メンバーに権限

が集中した場合に合議による統御が不能に陥る危険

性がある｡

③ 公的補助金のパラドックス

岡室論文では､ 共同技術開発が ｢商業的成功確率

を高める要因｣ についても分析しており次の８要因

が統計的に有意であったとしている｡ ①共同研究開

発の経験､ ②取引先の参加､ ③顧客の協力､ ④先行

研究の土台があること､ ⑤公的補助金を受けていな

いこと､ ⑥最もインフォーマルな組織形態､ ⑦研究

開発費用の能力・支出あるいは任務に応じた負担､

⑧資金的貢献に応じた成果配分もしくは成果の自由

な利用である｡ この商業的成功確率を高める要因の

分析結果においても岡室氏は､ ｢公的な補助金を受

けることは商業的成功に対して有意な負の効果をも

つ｣ という ｢予想外の結果｣ であるとしている｡ そ

してこのパラドクシカルな分析結果を ｢モラルハザー

ド｣ または ｢冒険的な研究に､ 結果にとらわれずに

取り組むことが可能になる｣ という２つの解釈を示

し､ とりわけ後者の可能性を示唆している｡ しかし

ながら､ 公的補助金を受けた共同事業は自己リスク

の事業に比較して商業的成功への真剣な取り組みに

欠ける場合が少なくない｡ 共同技術開発プロジェク

トを商業的成功にまで導くためには､ 補完性が高い

技術分野で最高水準の技術資源を有する企業の選別

が決定的に重要である｡ 共同技術開発の事前段階で

最も重要なガバナンス機能は ｢メンバー企業の選別｣

であると言っても過言ではない｡ ところが､ 公的助

成に依存したプロジェクトでは､ メンバーの選別が

安直な寄あわせに流れがちである｡ こうした ｢モラ

ルハザード｣ が助成金受給グループの商業的成果の

低さに結びついていると考えられる｡

公的補助金を受けた共同事業が商業的成功の成果

が低いことが､ 共同開発事業への補助金の必要性を

否定するものではない｡ 中小企業の場合､ 公的補助

金の存在がしばしば共同技術開発事業への参加のきっ

かけとなっているからである｡ しかし､ 補助金の支

出とともに公的補助金の共同技術開発成果を高める

ような制度的工夫も必要である｡ 例えば､ 米国では

｢全米標準化・技術院｣ (National Institute of

Standards and Technology: NIST) が､ デファク

ト・スタンダードの獲得につながるような先端的技

術開発に対して研究補助金を交付する ｢先端技術計
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画｣ (Advanced Technology Program: ATP) を

実施している｡ この ATP で注目されるのは､ 補助

金を受給した開発プロジェクトの成果とその経済効

果をモニターするとともに､ 1996年に開催された共

同開発ベンチャーに関するカンファレンスで採択さ

れた ｢アライアンスのためのベスト・プラクティス｣

(Alliance-Friendly Best Practice)５を普及させる努

力を行っていることである｡ そしてこの ｢プラクティ

ス｣ に対する意見を広く募集し､ 絶えずその内容の

改善をはかっている｡ この ｢プラクティス｣ では､

補助金を受ける共同開発事業を成功に導くためのマ

ネジメントが具体的に示されている｡ とりわけ､ パー

トナーの選別､ アライアンス・マネジャーの選任お

よびメンバー間の信頼醸成の重要性について詳述し

ている｡

このように公的部門が単に共同技術開発プロジェ

クトのために資金を補助するだけではなく､ アライ

アンスのマネジメントに必要なノウハウを提供する

ことによって､ 公的補助金による開発成果を高めう

ることを示唆している｡ この場合重要な留意点は､

公的部門が直接的に民間企業や民間企業グループの

マネジメントに関与するのではなく､ 広く民間部門

からその経験に基づくコラボレーションのノウハウ

を結集し､ その成果を民間部門に普及させる役割に

徹していることである｡ なぜなら､ 公的部門には民

間部門の経営管理を指導・助言する能力が期待でき

ないからである｡

� 水平的協働のガバナンス

① 権限分散型協働のガバナンス

一体型共同技術開発､ システム型共同技術開発及

び結合型共同技術開発は､ ｢所有によるコントロー

ル｣ か ｢所有なき (依存による) コントロール｣ か

の違いはあるものの､ 基本的にはコントロールの権

限は､ 特定のコアー企業に集中している｡ それに対

して､ 混成型共同技術開発及び分離型共同技術開発

はいずれもコントロールの権限は参加メンバー間で

共有されている｡ もちろん､ 混成型共同技術開発で

は､ 各構成部分が分離され開発されるが､ 全体的調

整のためのコントロールを特定企業に委任する必要

がある｡ この場合でも､ そのコントロールの権限は

メンバーの委任の契約によるものである｡ また､ 分

離型共同技術開発では､ すでに開発された技術の移

転を基にした製品開発であり､ 技術移転 (ライセン

ス) 契約によっている｡ したがって､ これらの共同

技術開発は､ 契約に基づく市場的取引の統御メカニ

ズムであると言えよう｡

こうした市場機構による共同技術開発プロジェク

トのガバナンスにとって重要なことは､ コラボレー

ションの統御が基本的には契約に依拠することを明

確に認識することである｡ したがって､ まず､ 共同

事業の目的､ 予算及び開発期間､ 期待される成果等

を記載した基本計画書を作成し､ それに基づいて､

予定された費用の負担方法､ 予期せざる損失が発生

した場合の負担方法､ 費用負担以外のコミットメン

トの内容､ 成果配分の方法､ 秘密保持義務､ 状況変

化への対応及びコンフリクト (対立) が発生した場

合の対処手順等を記載した基本合意書を作成し､ そ

の内容を周知させ署名する必要がある｡

水平的共同技術開発組織の場合､ ｢仲良しクラブ｣

的な雰囲気のなかで､ 基本計画書や合意書等の文書

が作成されず､ ｢なれあい｣ でプロジェクトが発足

することが少なくない｡ こうした､ ｢なれあい｣ で

は､ 本来､ 目的関数が異なった企業間のコラボレー

ションを統御することはできない｡ 水平的コラボレー

ションの運営にとって､ そのガバナンスの基礎が契

約であることを参加者が強く認識し､ 契約重視の文

化が共同技術開発グループに醸成されることが重要

である｡

しかしながら､ 日本の企業社会では長らく ｢暗黙

知的連携のガバナンス・メカニズム
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の合意｣ という文書契約のない取引 (資源の交換)

が慣行となっていたため､ 共同技術開発プロジェク

トを有効に統御するための契約書の作成ノウハウが

十分に培われていない｡ とりわけ､ 中小企業は契約

のスキルに乏しい｡ こうした契約書作成とその運用

のためのアドバイザー派遣は､ 公的部門による共同

技術開発プロジェクト支援施策として有用であると

思われる｡

水平的共同技術開発プロジェクトは基本的には契

約によって統御されるものであるが､ すでに述べた

ように､ 共同技術開発は市場構造変化やライバル企

業の開発状況など予め契約書に記述できないような

環境不確実性があり､ 契約書だけでは有効なコラボ

レーションのガバナンスは期待できない｡ こうした､

契約書による統御の限界を補完するものがメンバー

間の信頼である｡ メンバー間の信頼の程度が高けれ

ば自律的調整の余地が拡大され､ 不確実な環境変化

への適合能力は高められる｡

信頼とは相手の行動に対する期待の集合であると

一般に定義される｡ つまり､ 予想される特定の状況

においてメンバーがとる行動に対して､ グループ内

部で共有される事前の確信である｡ 特定の状況にお

いてメンバーがとる行動についての確信がグループ

内で共有されていると言うことは､ そのグループで

理念が共有されており､ その理念から導出されるメ

ンバーの行動規範が存在していることを含意してい

る｡ このように理念の浸透は､ メンバーの行動に規

範を与え､ その行動ベクトルを一致させることによっ

て､ 信頼を高めることができ､ コラボレーションを

有機的に統御する上で大きな役割を果たしている｡

信頼が連携のガバナンスを補完するものとして有

効に機能するのは､ もし､ その社会的規範から逸脱

するような企業行動をとるメンバーが現れた場合に､

その逸脱行為に対して社会的制裁 (social sanction)

が作用する場合である｡ こうした社会的制裁の最も

一般的な形態は負の評判効果である｡ つまり､ あの

企業は規範を守らないという悪い評判が伝達される

ことによって､ メンバーとしての活動や取引が制限

されるような効果である｡ 換言すると､ もし､ 逸脱

行為に対して､ 社会的制裁措置が機能しない場合に

は､ 社会的規範は有名無実となり､ 信頼のない共同

体 (グループ) に陥るのである｡

水平的企業間連携において､ 信頼及び理念の共有

は契約の複雑性を緩和し､ コントロールの必要度を

軽減し有機的な調整を可能にするという意味で価値

が高いものである｡ しかし､ 信頼に全面的に依拠す

ることは危険であり､ 信頼がどのようなプロセスで

契約によるガバナンスを補完することができるのか

を認識し､ また､ その限界性を十分に弁える必要が

ある｡

② 異業種交流による共同技術開発

わが国では､ 中小企業の限られた経営資源を補完

し､ 中小企業でも ｢視野の経済性｣ (economies of

scope) を獲得する手段として､ 異業種交流事業が

重視され､ 異業種交流の活発化が中小企業施策の１

つの柱になってきた｡ 実際､ 多くの異業種交流グルー

プが組織され､ 共同技術開発を目的とする異業種交

流グループも少なくない｡ しかしながら､ こうした

水平的共同技術開発プロジェクトの成果はあまり高

くはない｡

実際､ 共同製品開発を目的とした異業種交流活動

の成果は相当に低いものである｡ 中小企業総合事業

団 (現在の中小企業基盤整備機構) が実施した 『平

成13年度 グループ情報調査報告書』 によると､ 異

業種交流2,992グループのうち､ 製品活動を行って

いるのは393グループで､ 着手した製品開発件数は､

2,149で､ 現在進行中の件数を除いた終了件数は

1,648件ある｡ この終了件数のうち､ ｢開発完了・販

売｣ にまで至った件数は971件 (58.9％) であり､

販売件数のうち黒字になっているのは268件である｡

これはプロジェクト終了件数の16.3％に過ぎない｡

異業種交流で共同製品開発を実施しても収支が黒字
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になる比率が20％以下であることから､ グループ結

成履歴の長いグループほど製品開発事業に取り組む

比率は低くなる傾向が顕著である｡

異業種交流グループでの製品開発活動の成果が低

い原因はどこにあるのであろうか｡ 共同開発プロジェ

クトを組織する最大の理由は､ 補完性とシナジー効

果の追求にある｡ 従って､ 異なった技術資源を有す

る補完性の高いメンバーが､ 幅広く募集され､ 必要

とされる各技術分野をコアーコンピタンスとする企

業が選任されなければならない｡

ところが､ 多くの異業種交流グループでは､ ｢始

めにメンバーありき｣ で､ その既存のメンバーで開

発可能な製品を探すというアプローチがとられがち

である｡ 製品開発の中核となるシーズがなく､ 補完

性の確保を原則とするメンバー選択の余地が乏しい

ままに､ 製品開発が行われると､ 革新性の低い二番

煎じ的な商品となり､ 市場での競争に耐えられない

のである｡ つまり､ 異業種交流グループによる共同

技術開発プロジェクトの蹉跌の要因は､ ｢信頼｣ に

盲目的に依存した ｢仲良しクラブ｣ 型の誤ったガバ

ナンスによるところが大きいようである｡

異業種交流グループによる共同技術開発プロジェ

クトの多くは公的補助金をうけるケースが多いが､

このことが上述の岡室論文の ｢公的補助金のパラドッ

クス｣ と関連しているのかも知れない｡

� 垂直的連携のガバナンス機構

① 権限集中型協働のガバナンス

垂直的連携のなかでも､ 最も高い情報共有を必要

とする ｢一体型共同技術開発｣ では､ 既述のように

共同出資による研究開発目的の子会社が設立される

場合が多い｡ こうした場合､ その子会社の統御は出

資という法的根拠に基づく ｢所有によるコントロー

ル｣ である｡ また､ ｢システム型共同技術開発｣ で

は､ 子会社化によるコントロールとともに､ 専属度

の高い準内部的な下請システムによるコントロール

による場合とがある｡ 子会社のように所有によるコ

ントロールが実行される場合､ 子会社は出資企業の

一部として内部化され､ 統一的な意思決定機構の支

配下に入るから､ 異なった (独立した) 目的関数を

有する企業間の利害調整という企業間連携のガバナ

ンスの問題ではなくなる｡

｢システム型共同技術開発｣ の一部及び ｢結合型

共同技術開発｣ の大部分は､ 所有によるコントロー

ルではなく､ 経営資源の不均等な交換による依存形

成に基づく所有なきコントロールが企業間連携ガバ

ナンスの重要な手段となっている｡

② 下請・系列のガバナンス機構

コアー企業の保持する経営資源へのサプライアの

依存を前提とする所有なきコントロールによるガバ

ナンスこそが下請生産システムである｡

下請生産システムは､ 多数のサプライアがそれぞ

れの特定技術分野に特化することによって､ 企業間

分業 (inter-firm division of labor) による利益を

高めるものである｡ しかし同時に､ 企業間で分業さ

れた生産を統合するためのコストを増大させる｡ 日

本の分業システムが競争優位性を獲得できたのは､

専門化の利益をフルに享受しながら､ 企業間分業シ

ステムを統合するためのコストを大幅に縮減させる

ことに成功したからに他ならない｡

企業間で分けられた生産工程を統合するコストは､

第１に､ R. H. Coase６によって指摘されたような取

引コストである｡ 日本企業は､ こうした取引コスト

を節約するために直接取引するサプライア数を少数

化し､ その限定されたサプライアと長期継続取引を

行うことで､ さまざまな取引コストを節約させた｡

さらに､ 継続的取引は企業間に信頼財 (trust

value) を蓄積させることとなった｡ 信頼は取引パー

トナーの機会主義行動を抑止するものであるから､

サプライアは安心して必要な取引専用資産 (trans-

知的連携のガバナンス・メカニズム
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action specific asset) への投資を行い､ また､ コ

アー企業に対して積極的にその内部情報を開示して

きた｡

統合コストの第２は､ 下請生産システムの中核を

なす親企業が､ そのシステムに属するサプライア群

をあたかもその内部組織と同じようにコントロール

するパワーを確保し､ そのシステムを統御するため

のコストである｡

通常､ コントロール権は所有権 (ownership) に

付属するものであるが､ 日本のシステムは所有によ

らないで外部企業を有効にコントロールすることに

成功してきた｡ 日本のシステムにおける親企業のパ

ワーの源泉は､ そのサプライアに経営資源を供与す

ることでカスタマーとの間で依存関係を形成するこ

とにあった｡ つまり､ 日本の産業発展過程では､ カ

スタマーと中小サプライアとの間の大きな経営資源

格差があり､ サプライアがカスタマーの保持する戦

略的経営資源に依存する状態がつづいていた｡ こう

した不均等な資源依存は､ P. M. Blau７や R. M.

Emerson８が指摘するように取引企業間にパワーの

関係を派生させた｡

③ パワー資源有効性の変遷

日本産業において､ 親企業が下請企業に提供する

経営資源は､ 資金調達能力の補完､ 販売市場及び技

術情報の供与であった｡ 日本経済が資金不足状況で

あった1970年代初頭までは､ 手形の裏書等による親

企業による資金調達面での信用補完は下請企業にとっ

て魅力のあるものであった｡ ところが､ 1970年代後

半以降では､ 日本経済は資金余剰となり､ 中小企業

であっても親企業からの信用補完がなくても独自に

資金調達が可能になり､ 資金調達面での資源依存は

急速に低下した｡ このため､ 親企業による信用補完

は､ 下請企業をコントロールするための依存形成の

ためのパワー資源としての有効性は低下した｡ 近年

に至るまで下請企業の多くは独自の販売チャネルを

持たず､ その売上高の過半を特定の親企業への販売

に依存してきた｡ また､ 親企業の側でも専属度の高

い下請企業からの調達を優先する傾向が認められた｡

実際､ 1990年代半ばまでは専属度の高い下請企業ほ

ど売上高成長率が高くなっている｡ 中小企業総合研

究機構が1992年に実施した調査９では､ 1991年度と1

989年度との比較において､ 最大納入先への売上高

依存度が70％以上の専属型下請企業の３カ年間の売

上高成長率が平均32.8％であったのに対して､ 売上

高依存度が10％以下の中小企業では平均21.9％にと

どまっている｡ これとは対称的に企業収益率でみる

と､ 売上高経常利益率が４％以上の企業の比率は､

専属型企業で38.4％であったが､ 依存度10％未満の

企業では51.9％に達している｡ このように専属型下

請では販売価格の決定は事実上親企業にコントロー

ルされ収益性は低いが､ 売上高から見た企業成長は

確保されていた｡ ところが､ 日本経済の成長率が著

しく低下した1992年以降では､ ほとんどの親企業は

下請企業の成長を保障する発注拡大を実行すること

ができず､ 成長する販路の提供という経営資源の供

与によるコントロールは困難になった｡ このように､

資金調達支援や市場 (販路) 提供という資源は有限

であり､ その供与能力には限界がある｡ これに対し

て､ 生産技術情報のような情報的経営資源は､ 利用

の非排他性という特性があり､ 追加的費用負担なし

でより多くの下請企業に対してその資源を供給でき

るからである｡ したがって､ 技術情報供与は､ 最も

効率的でパワフルな依存形成のための資源であると

言えよう｡

④ パワー資源としての技術情報

実際､ 下請企業は親企業との技術情報の交換程度

について､ 前出の中小企業総合研究機構の調査では､

回答企業全体で ｢発注先企業からより多く提供され
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ている｣ とする企業の比率が28.8％であり､ ｢発注

先企業により多く提供｣ しているとする企業の比率

14.9％を大きく上回っており､ 親企業が下請企業に

対して技術情報の供与で優位性を維持していること

を示している｡

とりわけ､ より多く提供されているとする回答比

率は下請企業の企業規模が大きくなるほど高く､ 従

業員数が100人を超える中規模以上の企業では､ 35

％の企業がより多く受けていると回答し､ より多く

提供しているとする回答は13％である｡ また､ 提供

される技術情報の重要性についても､ ｢非常に重要｣

と回答した企業が平均で26％であったのに対して､

従業員数100人以上の下請企業では､ 35％が ｢非常

に重要｣ と回答している｡ 従業員数が100人以上の

企業の多くは､ 一次下請企業と推定されるから､ そ

の親企業は大規模完成品メーカーであり､ 豊富な技

術資源提供能力を保持しているものと考えられる

(図２及び図３参照)｡

日本の下請生産システムにおける技術情報交換は､

そのシステム内部の生産技術水準を高めるという目

的以外にも用いられた｡ つまり､ 技術情報の供与は

システムに属する下請企業を親企業がその下請シス

テム傘下の下請企業を効率的に統御するために供与

する資源としても用いられたのである｡

伝統的な下請システムでは､ 親企業が情報伝達の

結節点の役割を果たしていた｡ 例えば､ 二次のサプ

ライアが新たなプロセス・イノベーションを達成し

たとすると､ その情報を親企業､ つまり一次のサプ

ライアが把握し､ それを傘下の他の二次サプライア

に伝達するとともに協力会での会合でもその情報を

開示する｡ ここで情報を得た他の一次サプライアは

傘下の二次サプライアにその情報を伝達する｡ こう

した情報の流れによって､ その下請システム全体に

プロセス・イノベーションが波及し､ 傘下の全ての

サプライアの生産技術水準は均質に保たれた (図４

参照)｡ サプライアにとって､ 何らかのプロセス・

知的連携のガバナンス・メカニズム
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図２　親企業と下請企業との情報交換バランス�
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図３　親企業から提供される技術情報の重要性�

19人以下�

20-49人�

50-99人�

100-299人�

300人以上�
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イノベーションを達成しそれを親企業に開示するこ

とは､ 取引の継続と受注高の拡大にとって不可欠な

義務であったが､ 同時にそのシステムのメンバーに

認定されることは､ 他のサプライアが達成したイノ

ベーションの情報を受け取ることができるという利

点もあった｡

こうした制度によって交換される技術情報のほと

んどはプロセス・イノベーションに関するものであ

り､ プロダクト・イノベーションに関するものでは

なかった｡ こうした技術情報の伝播システムを通じ

て日本企業は､ プロセス・イノベーションでは非常

に高いパフォーマンスを達成し､ 品質と価格の両面

で国際競争力を強化した｡ ところが､ こうした技術

情報の交換システムでは､ プロダクト・イノベーショ

ンへのインセンティブは小さく､ ブレークスルー・

タイプの発明成果は限定されたものであった｡

⑤ 系列の解体と再編への動き

効率的な下請生産システムを維持するために必要

な２つの要素､ すなわち､ 取引コスト節約と親企業

による有効なガバナンスは､ 1990年代初めまでは成

功裏に進展し､ 日本産業の国際競争力を飛躍的に強

めた｡ ところが､ 1990年代に急激に進展した IT 革

新は､ 日本の下請生産システムが有する競争優位性

を減退させた｡ これは次の３要因によると考えられ

る｡ 第一に､ 日本型システムの情報伝達コストでの

優位性が低下した｡ 第二に､ IT によって取引特定

資産投資の効果が小さくなった｡ 第三に､ ITによっ

てプロセス・イノベーションに関するノウ・ハウの

多くが普遍的に利用可能になりその有効性は低下し

た｡ このように IT 革新は､ 日本の下請生産システ

ムが確立してきた取引コスト節約とプロセス・イノ

ベーションでの競争優位性を弱化させるものである｡

IT 革新が本格的に進展した1990年代後半に入ると､

プロセス・イノベーションに関連する生産技術は､

下請システムをコントロールするための依存形成の

資源としての役割を低下させた｡

この結果､ 21世紀に入ると下請・系列と言われる

準内部的取引関係を親企業が有効に統御するために

必要とされるパワー資源が不足する状況に立ち至っ

た｡ すなわち､ 企業成長が見込めず生産技術面でも

主導性を発揮できなくなった親企業は下請生産シス

テムの統御に必要なガバナンス・コストを支払うこ

とができず ｢系列そのものが機能しない｣ (ゴーン

日産社長) 状態になったのである｡ 系列的取引の統

御能力が低下した親企業にとって､ 代替的な取引統

御方法は市場機構によるものである｡ このため下請

生産システムの象徴である協力会を解散し､ 市場機

構に依存した部品調達に切り替えたり､ 内製化率を

高める企業が増加した｡ もちろん､ プロセス・イノ

ベーションとプロダクト・イノベーションの両面で

技術革新能力を高め､ 企業成長を持続することがで

きた少数の大企業､ たとえば､ トヨタ自動車では､

サプライアとの間で準内部的な取引関係を持続させ

ることができた｡ つまり､ 系列解体か維持かの分か

れ目はガバナンス・コストの支払い能力にあったと

言えよう｡

系列解体は1990年代後半から2000年代初頭にすす

められた｡ ところが､ 系列解体からわずか５年余に

過ぎない最近になって自動車産業を中心に ｢ケイレ

ツ再構築｣ (『日本経済新聞』 2004年12月25日)､ ｢ケ

イレツ回帰｣ (『朝日新聞』 2005年６月26日) が喧伝

されるようになっている｡

こうした ｢ケイレツ回帰｣ の背景には､ 第一には､

日産の急速な再建に見られるようにコアー企業のな

かには経営のリストラクチャリングによって企業収

益が回復し､ 再び ｢ガバナンス・コスト｣ 支払いの

能力を獲得する企業が増えたこと｡ 第二に､ IT 革

新によって､ プロセス・イノベーションの役割が相

対的に低下したのとは対称的に､ 製品そのものの革

新であるプロダクト・イノベーションの役割は高まっ

ている｡ プロダクト・イノベーションを達成するた

めには､ 技術開発の初期段階からサプライアとのコ

知的連携のガバナンス・メカニズム
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ラボレーションが必要であり､ こうした研究開発に

ともなう不確実性の高い初期段階からサプライアと

コラボレーションを行うためには､ より強固なガバ

ナンスが必要である｡ したがって､ 準内部的なガバ

ナンス機構をもつ下請・系列システムの再構築が模

索されていると考えられる｡

� 知的連携システムとしての下請

日本型下請生産システムの特徴である､ 少数企業

間の長期的取引とそれが醸成する信頼関係は効率的

に機会主義を抑制するものである｡ また､ 継続的関

係はプロジェクト・メンバー間の開示性と受益性と

を長期的にバランスさせることを容易にする｡ さら

に､ 親企業による ｢所有によらないコントロール｣

は､ 不確実性の高いプロダクト・イノベーションの

ための共同プロジェクトにこそ高い有効性を発揮す

るガバナンス・メカニズムである｡

一部の日本企業は､ 伝統的な下請生産システムを

部分的に変革して､ 共同技術開発の成果を高めよう

としている｡ こうした企業でサプライアとの共同技

術開発の事例を検討することによって､ 生産技術革

新に偏ってきた日本型下請生産システムが､ プロダ

クト・イノベーションにも有効であること､ また､

下請・系列システムにおける技術情報のスピルオー

バーのチャネルが変化していることを明らかにした

い｡

TP 社は自動車エンジン部品である鋼管製のシリ

ンダー・ライナーを生産するサプライアであり､ そ

の生産額の54％は親企業であるトヨタ自動車に納入

している｡ TP 社とトヨタは共同で､ 軽量でアルミ

のエンジン本体との密着性の高いシリンダー・ライ

ナーを開発した｡ このケースで注目されるのは､ 開

発されたシリンダー・ライナーをTP社が他の自動

車メーカーに販売することを共同特許保持者である

トヨタが認めていることである｡ 従来の下請生産シ

ステムでは､ サプライアと共同で開発された新技術

はそのシステムの内部でのみ利用され､ 外部に公開

されることは少なかった｡ このように開発成果を下

請生産システム外部に販売できるようになると､ サ

プライアはより多くの開発利益を獲得できるから､

共同製品開発投資へのインセンティブは強化される｡

完成品メーカーと下請部品メーカーとの共同技術開

発による成果を系列内に閉じ込めないで公開するこ

とは､ 革新技術の独占による利益をもたらすが､ 21

世紀の技術開発競争は､ 一面ではデファクト・スタ

ンダード (事実上の技術標準) 獲得の競争でもある｡

したがって､ 新技術を体化した部品の外販は､ デファ

クト・スタンダード獲得にとって有用である｡ この

ように､ コアー企業とサプライアとの共同技術開発

によって達成された革新的部品をその生産者である

サプライアを通じて広く外販することは､ サプライ

アを通じた技術情報の新たなスピルオーバーのチャ

ネルが開けたことを含意している｡

技術情報のスピルオーバー・チャネルが多様化し

ている第二のケースは､ 産業機械を開発・製造する

中小企業メーカーＡ社についてである｡ Ａ社は､ 産

業機械メーカーであるが､ 大手半導体メーカーＮ社

が親企業であり､ そこに半導体製造のための検査装

置を納入してきた｡ こうした装置の開発・製造にあ

たっては､ そのカスタマーから寄せられる技術情報

と技術要求が開発の重要なヒントを与えてくれる｡

この意味で､ 共同製品開発の一種であるといえよう｡

近年まで､ 親企業であるＮ社は､ Ａ社が開発した装

置を他の半導体メーカーに販売することを厳しく規

制してきた｡ ところが､ 近年､ 外部のライバル・メー

カーとの取引を条件付で認めるようになった｡ この

ため､ Ａ社は他の大手半導体メーカーＳ社と検査装

置の取引を開始した､ この取引によってＡ社は､ 従

来の取引先とは異なった設計思想 (アーキテク

チャー) や技術要求と接触することになり､ 異なっ

たアーキテクチャーを融合した新製品を開発できる

ようになった｡
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伝統的な下請生産システムでは､ 親企業が技術情

報スピルオーバーの結節点であったが､ 取引先が拡

張された新たなシステムでは､ サプライアが複数の

カスタマーからもたらされる技術情報の結節点になっ

ている｡ サプライアに複数のカスタマーから技術情

報や技術要求が集中することによってサプライアの

製品開発能力は高められている (図５参照)｡

上述のケースのように､ サプライアの取引先企業

が多角化した場合､ 従来のように､ 販路という経営

資源の一方的供与やサプライアからの部品購入額の

大きさというパワー資源ではサプライアを十分にコ

ントロールすることは不可能であろう｡ 知的分業に

おけるパワーの源泉は､ サプライアが必要とする先

端的技術を親企業がどれだけ供与しうるかにある｡

したがって､ サプライアとの共同技術開発において

有効なガバナンス・メカニズムを構築するためには､

親企業はその技術資源を豊富に蓄積する必要がある｡

この意味では､ 全ての親企業がサプライアとの間で

知的分業のための有効なガバナンス・メカニズムを

構築できるとは言えないのである｡ サプライアを依

存させるほどの技術的優位性を保持する企業が知的

分業の準内部的なガバナンスを可能にし､ ますます

技術優位性を高めると言うスパイラルが展望される｡

知的連携のガバナンス・メカニズム
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図５　新たなサプライア・システム�
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